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〇介護サービス情報公表システム「重要事項説明書」の閲覧・確認方法

令和7年度（2025年度）より、重要事項等の情報を原則として

ウェブサイト（法人のホームページ等または介護サービス情報公表

システム）に掲載することが義務化されています。

事業所の特色をクリック

「重要事項説明書」等をクリックすると閲覧できる

法人のホームページ等で公開していない場合は、重要事項説明書をPDF、Excel、

Word形式でアップロードする必要があります。

・法人のホームページ等で既に公開している場合は、情報公表システムへの掲載は不

要です。

・運営規定でも可能となります。

ページ最下部までスクロール

してください

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/10/index.php


〇介護サービス情報公表システム「重要事項説明書」等の
アップロード方法
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